
最低 賃金 の 大幅 な引 き上 げ を求 める 会長 声 明  

 

１  最低 賃 金 制 度 は ，賃 金 の最 低額 を保 障 する こと によ り ，

労働 条件 の 改善 を図 り ， も つて ，労 働者 の 生活 の安 定 ， 労

働力 の質 的 向上 及び 事業 の 公正 な競 争の 確 保に 資す ると と

もに ，国 民 経済 の健 全な 発 展に 寄与 する こ とを 目的 と し て

いる 。  

２  平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 １ 日 ， 長 野 労 働 局 長 は ， 長 野 地 方 最 低

賃 金 審 議 会 の 答 申 を 受 け ， 長 野 県 の 地 域 別 最 低 賃 金 を 最 低

賃 金 時 間 額 ７ ９ ５ 円 に 改 定 し た 。 従 前 ７ ７ ０ 円 で あ っ た 時

間額 を ２ ５ 円引 き上 げた こ とは 一定 の評 価 が出 来る 。  

  し か し ， 最 低 賃 金 時 間 額 ７ ９ ５ 円 で は ， 労 働 者 の 生 活 の

安 定 を 望 む こ と は で き な い 。 す な わ ち 同 賃 金 額 で は ， 労 働

時 間 が 月 １ ７ ３ 時 間 （ 法 定 労 働 時 間 ， 週 ４ ０ 時 間 と し た 場

合の １か 月 の労 働時 間 ）と す ると ，月 額 １３ 万 ７５ ３５ 円 ，

年収 で １ ６ ５万 ４２ ０円 に しか なら ない 。  

こ れ は い わ ゆ る ワ ー キ ン グ プ ア の 基 準 値 の １ つ と し て 取

り 上 げ ら れ る 年 収 ２ ０ ０ 万 円 に 遠 く 及 ば ず ， 労 働 者 の 生 活

の安 定が 図 れる 水準 とい う こと はで きな い 。  

３  ま た ， 最 も 高 い 東 京 都 の 最 低 賃 金 時 間 額 ９ ５ ８ 円 と 比 し

て ， 時 給 で １ ６ ３ 円 ， 月 収 で ２ 万 ８ １ ９ ９ 円 ， 年 収 で ３ ３

万 ８ ３ ８ ８ 円 の 開 き が あ る 。 平 成 ２ ９ 年 に は ， 東 京 都 で 時

間 額 ２ ６ 円 の 引 き 上 げ が あ っ た の に 対 し ， 長 野 県 で は ２ ５

円 の 引き 上 げに とど まっ て おり ，賃金 格差 は 広が って いる 。 

  こ の よ う な 格 差 を 放 置 す る こ と は ， 県 内 か ら 特 に 若 者 が

賃 金 の 高 い 都 市 部 へ 流 出 す る 結 果 ， 長 野 県 経 済 の 健 全 な 発

展を 阻害 し かね ない 事態 を 招い てい る 。  

４  し た が っ て ， 長 野 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 は ， 県 内 労 働 者 の

生活 の安 定 を図 り，もっ て 経済 の 健全 な発 展 を図 るた めに ，

長 野 県 の 最 低 賃 金 を 大 幅 に 引 き 上 げ る 答 申 を す べ き で あ る 。 

 

 

２０ １８ （ 平成 ３０ ）年 ７ 月９ 日  

長野 県弁 護 士会  

会長   金  子   肇  


